
 

 

ご契約のしおり・約款 差込  令和７年１２月 

  

  

ご契約のしおり・約款 一部内容変更のお知らせ 
  

 

令和７年１２月より、約款の内容に一部変更がございます。この差込は「ご契約のしおり・約款」

とあわせてご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管くださいますようお願い申し上げます。 

 

１．変更となる約款 

総合福祉団体定期保険普通保険約款 

 

２．変更日 

令和７年１2月 18日 

 

３．「約款」の変更内容 

現在、書面で行っている手続を電磁的方法でも取扱うことができるように、約款に下記の「「電

磁的方法による手続に関する特則」を追加します。 

※実際の取扱可否については、個別の協議が必要となります。 

22．電磁的方法による手続に関する特則 

第48条（電磁的方法による手続に関する特則） 

１ 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法により、

告知をすることができるものとします。 

２ 前項のほか、当会社は、保険契約者または被保険者が当会社に提出する書類について、

書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。 

 

備考 

電磁的方法 

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。 
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